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省
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平成™�年™月›日 火曜日 第�™™™号官 報

〇
国
土
交
通
省
令
第
九
号

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五

号
）
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
運
送

車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
四
日

国
土
交
通
大
臣

太
田

昭
宏

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

〇
農
林
水
産
省
令
第
五
号

森
林
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
七
十
六

号
）
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
森
林
法
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
四
日

農
林
水
産
大
臣

林

芳
正

森
林
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

森
林
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
五
十

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
三
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

当
該
森
林
経
営
計
画
の
対
象
と
す
る
森
林
が
、
地

形
そ
の
他
の
自
然
的
条
件
及
び
林
道
の
開
設
そ
の
他

の
林
業
生
産
の
基
盤
の
整
備
の
状
況
か
ら
み
て
造

林
、
保
育
、
伐
採
及
び
木
材
の
搬
出
を
一
体
と
し
て

効
率
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ

当
該
森
林
を
含
む
小
流
域
（
造
林
、
保
育
、
伐

採
及
び
木
材
の
搬
出
を
一
体
と
し
て
効
率
的
に
行

う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
地

域
森
林
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
流
域
を

い
う
。
以
下
同
じ
。）内
に
存
す
る
森
林
（
令
第
三

条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
の
長
が
指
定
し

た
森
林
を
除
く
。）の
面
積
の
二
分
の
一
以
上
で
あ

る
こ
と
。

ロ

当
該
森
林
を
含
む
区
域
（
路
網
の
整
備
の
状
況

そ
の
他
の
地
域
の
実
情
か
ら
み
て
造
林
、
保
育
、

伐
採
及
び
木
材
の
搬
出
を
一
体
と
し
て
効
率
的
に

行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て

市
町
村
森
林
整
備
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い

る
区
域
に
限
る
。）に
お
い
て
三
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
以

上
で
あ
る
こ
と
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

〔
省

令
〕

〇
森
林
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
（
農
林
水
産
五
）

J

〇
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
（
国
土
交
通
九
）

〔
告

示
〕

〇
ニ
ュ
ー
バ
ガ
モ
ヨ
道
路
拡
幅
計
画
の
た
め

の
贈
与
に
関
す
る
取
極
の
修
正
に
関
す
る

日
本
国
政
府
と
タ
ン
ザ
ニ
ア
連
合
共
和
国

政
府
と
の
間
の
書
簡
の
交
換
に
関
す
る
件

（
外
務
三
七
）

K

〇
ダ
ル
エ
ス
サ
ラ
ー
ム
送
配
電
網
強
化
計
画

（
詳
細
設
計
）
の
た
め
の
贈
与
に
関
す
る

日
本
国
政
府
と
タ
ン
ザ
ニ
ア
連
合
共
和
国

政
府
と
の
間
の
書
簡
の
交
換
に
関
す
る
件

（
同
三
八
）

〇
ホ
ニ
ア
ラ
港
施
設
改
善
計
画（
詳
細
設
計
）

の
た
め
の
贈
与
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と

ソ
ロ
モ
ン
諸
島
政
府
と
の
間
の
書
簡
の
交

換
に
関
す
る
件
（
同
三
九
）

〇
グ
ル
ジ
ア
政
府
に
対
す
る
贈
与
に
関
す
る

日
本
国
政
府
と
グ
ル
ジ
ア
政
府
と
の
間
の

書
簡
の
交
換
に
関
す
る
件
（
同
四
〇
）

〔
叙
位
・
叙
勲
〕

J
I

〔
褒

賞
〕

J
J

〔
皇
室
事
項
〕

J
K

〔
官
庁
報
告
〕

官
庁
事
項

中
国
地
方
整
備
局
公
示（
中
国
地
方
整
備
局
）

J
K

〔
公

告
〕

諸
事
項

官
庁押

収
物
還
付
、
金
融
商
品
取
引
業
者
営
業

保
証
金
取
戻
し
関
係

J
K

裁
判
所

相
続
、
公
示
催
告
、
失
踪
、
除
権
決
定
、

破
産
、
免
責
、
特
別
清
算
、
再
生
関
係

会
社
そ
の
他

L
J

〇
学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
百
五
十
条
第
三

号
の
専
修
学
校
の
高
等
課
程
等
を
定
め
る

告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

（
文
部
科
学
一
七
）

〇
重
要
文
化
財
の
管
理
団
体
の
指
定
の
解
除

の
件
（
文
化
庁
四
）

L

〇
森
林
法
施
行
令
第
三
条
第
一
号
の
農
林
水

産
大
臣
が
定
め
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す

る
件
（
農
林
水
産
一
五
〇
）

〇
保
安
林
の
指
定
を
す
る
件

（
同
一
五
一
〜
一
五
八
）

〇
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
件

（
同
一
五
九
〜
一
六
一
）

M

〇
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件

（
同
一
六
二
〜
一
六
四
）

N

〇
一
般
財
団
法
人
日
本
海
事
協
会
か
ら
登
録

事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
件

（
国
土
交
通
八
一
）

〇
一
般
社
団
法
人
日
本
海
事
検
定
協
会
か
ら

登
録
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
件

（
同
八
二
、
八
三
）

O

〇
航
路
標
識
に
関
す
る
件

（
海
上
保
安
庁
八
〜
一
三
）

〇
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法

律
の
規
定
に
よ
り
登
録
住
宅
性
能
評
価
機

関
の
登
録
内
容
を
変
更
し
た
件

（
関
東
地
方
整
備
局
三
三
）

Q

〇
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関
の
代
表
者
等
の

氏
名
を
変
更
し
た
件

（
中
国
地
方
整
備
局
一
一
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
四
国
地
方
整
備
局
一
四
）

R

〔
国
会
事
項
〕

R

〔
人
事
異
動
〕

内
閣

人
事
院

R

˜
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